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7 東専各総第 130 号 

令和 7年 12 月 15 日 

理 事 長 殿 
校  長 殿 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 東京支部 
支部長   多   忠 貴 

(公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 会長) 

（公印省略） 
 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

表彰(教職員・学習者・その他)のご案内 
 
 

時下 益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、表題の件について、下記に基づき申請を受け付けます。ご希望の学校は、同封

の申込書類に必要事項をご記入の上、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 
 

記  
 
１．教職員表彰の対象者 

専修学校・各種学校の教員もしくは職員として勤務成績が優秀で、専修学校各種学

校教育の発展向上に寄与した功績が著しく、規定の在職（勤続）期間を経過した者等

とします（詳細は別紙「解説」をご覧ください）。 
 
２．学習者表彰の対象者 

被表彰者が在学する機関で、同期の学習者のうち、学業が優秀であると在学する機

関の長が認めた者。または、特に表彰に値すると認められる者等とします（詳細は別

紙「解説」をご覧ください）。 
 
３．その他必要とする表彰の対象者 

教職員または学習者以外で、専修学校・各種学校教育（職業教育・キャリア教育）

に携わり、表彰に値すると認められる者等とします（詳細は別紙「解説」をご覧くだ

さい）。 
 
４．申請受付期間 

令和８年１月１９日（月）～２月２０日（金） 
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５．手数料 

教 職 員   １名  ３，１００円（消費税込み） 

学 習 者   １名  ２，４００円（消費税込み） 

その他必要とする表彰   １名  ３，１００円（消費税込み） 

 
６．申請方法 

同封の申込書（様式２：教職員、様式３：学習者、様式４：その他必要とする表彰）

及び表彰申請申込表に必要事項を記入してメール添付、郵送等にてご提出ください。 
申請書類は東京都専修学校各種学校協会ホームページよりダウンロード可能です。 

 

７．手数料の支払い 

申請書類の提出後、手数料を下記口座又は同封の振替用紙にてお振込みください

（振込手数料は貴校にてご負担願います）。 

なお、郵送希望の場合は、梱包送料として６００円（消費税込み）いただきます。 
【振 込 先】 三井住友銀行 麹町支店（店番 218） 普通預金 ８７０１８５７ 

【口座名義】 ｼｬ)ﾄｳｷｮｳﾄｾﾝｼｭｳｶﾞｯｺｳｶｸｼｭｶﾞｯｺｳｷｮｳｶｲ 

       公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 
 

８．表彰状の受け渡し等 

表彰状は、東京都専修学校各種学校協会窓口での受け渡しも可能です（現金支払可）。

混雑防止のため、必ず事前にお電話等でご連絡の上、お越しください。 

【受付時間】 上記申請受付期間の平日 １０時～１２時、１３時～１７時 

郵送希望の場合は、申請書類及び手数料入金を確認後、順次表彰状をお送りします。 

表彰状への年月日及び表彰者氏名の記入（筆耕）は各校で行ってください。 

 

９．昨年度からの変更点 

印刷の際の文字位置のズレを防ぐため、表彰状の「年月日」の記載が削除されて

おります。 

 

10．申込書送付先・問合せ先 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 総務経理課 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-58-1 石山ビル 6階 

E-mail：hyosho@tsk.or.jp 

TEL：03-3378-9601 FAX：03-3378-9625 

 

以 上 



 

表彰申請についての解説 

１．教職員表彰 

対象者は、専修学校・各種学校の教員もしくは職員として勤務成績が優秀で、専修学校各種学校教育の発

展向上に寄与した功績が著しく、規定の在職（勤続）期間を経過した者等とします。 

＊ 教員とは以下の者で、正教員として都道府県へ届け出を行っている教員を指します。 

[専修学校]専修学校設置基準第 41条から第 43 条に定められた教員の資格を有する者。 

[各種学校]各種学校規程第 7条及び第 8条に定められた教員資格を有する者。 

＊ 職員とは、専修学校・各種学校の認可を受けている学校で事務処理等を行っている職員を指します。寮

監・用務・保健等を担当されている職員を含みます。 

＊ 非常勤の教職員は、学校長が常勤の教職員と同等の勤務を行っていると判断した場合に教員表彰の対象

者となります。 

＊ 「勤務成績が優秀」とは、学校長の裁量でご判断ください。 

＊ 「特に表彰に値すると認められる」とは、勤務成績以外の個人の功績や善行、成果、栄誉、姿勢、労苦

などを示すもので、勤続年数の制限はありません。 

＊ 在職（勤続）期間は、原則として奉職日から学校長が支部長へ書類を申請した日を基準としてください。 

＊ 複数の学校に在職（勤続）した場合は、各校での在職年数を累計してください。 

＊ 表彰区分は在職期間等により教職員各々7 つとし、教員①～⑦、職員が⑧～⑭（①⑧５年以上、②⑨１

０年以上、③⑩１５年以上、④⑪２０年以上、⑤⑫２５年以上、⑥⑬３０年以上、⑦⑭特別表彰）に分

かれます。 

＊ 申請時点で既に退職している教員・職員でも、規定に該当する場合は、表彰対象者となります。 

２．学習者表彰（英語表記を含む） 

対象者は、被表彰者が在学する機関で、同期の学習者のうち、学業が優秀であると在学する機関の長が認

めた者。または、特に表彰に値すると認められる者等とします。 

＊ 「同期の学習者のうち」とは、各機関・各学年の各学科においてとお読みください。 

＊ 「学業が優秀である」とは、特に目安・制限はありませんので、各機関でご判断ください。 

＊ 「特に表彰に値すると認められる」とは、学業以外の個人の功績や善行、成果、栄誉、姿勢、労苦など

を示すもので、学業成績とは関係ありません。 

３．その他必要とする表彰 

対象者は、教職員または学習者以外で、専修学校・各種学校教育（職業教育・キャリア教育）に携わり、

表彰に値すると認められる者等とします。 

＊ 「教職員、学習者以外」とは、各校や都道府県支部の活動に協力のあった方（関連業者や研修会の講師

等）や都道府県支部事務局職員等（退職者含む）とします。当財団への申請については、貢献度を考慮

して各都道府県支部でご判断ください。 

４．表彰回数 

いずれの表彰も、表彰回数にも制限はありません。 

５．個人情報の取扱について 

表彰状交付の際にご提供いただく個人情報は、交付の実施を目的として、目的の必要な範囲で使用されま

す。また、個人情報は次の場合を除き第三者に開示しません。 

（１）本人の同意がある場合 

（２）個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対して、利用目的の達成に必要な範囲

で個人情報の取扱を委託する場合 

（３）統計データなど個人を識別できない状態に加工した場合 

（４）法律等に基づき、開示を求められた場合                         以上 


